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一
般
質
問

危
険
空
き
家
解
消
の

　
　
　
　推
進
方
策
は

中
村
忠
行
議
員

　国
の

「
空
家
等
対
策
の
推
進
に

関
す
る
特
別
措
置
法
」
に

則
り
、
空
き
家
等
対
策
計

画
の
策
定
を
し
て
、
法
定

協
議
会
を
設
置
し
、
特
定

空
き
家
等
に
対
す
る
措
置

を
執
行
す
る
べ
き
で
は
。

武
内
町
民
税
務
課
長

　

「
空
家
等
対
策
計
画
」
を

９
月
半
ば
を
め
ど
に
進
め

て
お
り
、
協
議
会
の
設
置

に
つ
い
て
は
、
県
内
で

「
空
家
等
対
策
計
画
」
を

策
定
し
、
協
議
会
を
設
置

し
て
い
る
市
町
村
の
例
を

参
考
に
、
設
置
に
向
け
て

検
討
し
た
い
。

中
村
議
員

　「
町
修
景
形

成
助
成
金
」
を
再
考
し
て
、

解
体
経
費
に
つ
い
て
、
全

額
町
で
負
担
出
来
な
い
か
。

町
民
税
務
課
長

　解
体
経

費
を
町
で
全
額
負
担
と
な

る
と
、
公
平
性
と
い
う
部

分
で
住
民
の
理
解
が
難
し

い
。「
空
家
等
対
策
特
別

措
置
法
」
で
は
、「
空
家
等

の
所
有
者
等
は
、
周
辺
の

生
活
環
境
に
悪
影
響
を
及

ぼ
さ
な
い
よ
う
空
家
等
の

適
切
な
管
理
に
努
め
る
も

の
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ

て
お
り
、
所
有
者
自
ら
が

適
切
に
管
理
す
る
こ
と
が

原
則
で
あ
る
。

　「
空
家
等
対
策
特
別
措

置
法
」
で
は
、
国
及
び
県

は
空
き
家
対
策
の
実
施
に

要
す
る
費
用
に
対
す
る
補

助
や
地
方
交
付
税
制
度
の

拡
充
な
ど
財
政
措
置
を
講

ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、

今
後
も
国
や
県
の
動
向
を

注
視
し
な
が
ら
、
空
き
家

対
策
を
推
進
す
る
。

中
村
議
員

　「
金
山
町
住

宅
リ
フ
ォ
ー
ム
総
合
支
援

事
業
」
で
、
新
築
・
増
改

築
に
伴
う
解
体
経
費
に
つ

い
て
、
町
で
負
担
す
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
空
き
家

問
題
の
解
消
、
新
築
・
増

改
築
の
後
押
し
に
な
る
の

で
は
。

町
民
税
務
課
長
「
町
住
宅

リ
フ
ォ
ー
ム
総
合
支
援
事

業
」
は
「
県
住
宅
リ
フ
ォ

ー
ム
総
合
支
援
事
業
」
を

受
け
て
町
が
事
業
に
取
り

組
ん
で
い
る
も
の
で
、
補

助
対
象
と
な
る
工
事
等
は

県
と
同
様
と
な
っ
て
お
り
、

県
の
事
業
目
的
及
び
要
件

に
は
解
体
工
事
は
入
っ
て

い
な
い
の
で
、
リ
フ
ォ
ー

ム
事
業
に
解
体
経
費
を
絡

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

空
き
家
を
売
買
や
相
続
・

贈
与
で
取
得
し
、
リ
フ
ォ

ー
ム
を
行
っ
て
居
住
す
る

場
合
、
６
つ
の
要
件
工
事

に
該
当
す
れ
ば
補
助
対
象

と
な
る
場
合
も
あ
る
。

利
活
用
可
能
と
思
わ
れ

る
空
き
家
の
、
有
効
活

用
策
は

中
村
議
員

　「
空
き
家
対

策
の
担
い
手
強
化
・
連
携

モ
デ
ル
事
業
」
を
活
用
し
、

空
き
家
に
関
す
る
多
様
な

相
談
に
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で

対
応
で
き
る
人
材
の
育
成
、

地
方
に
お
け
る
法
務
、
不

動
産
、
建
築
等
の
専
門
家

等
と
連
携
し
た
相
談
体
制

構
築
が
町
で
必
要
で
は
。

川
崎
総
合
政
策
課
長

　移

住
・
定
住
の
促
進
、

人
口
流
出
を
抑
え

る
観
点
も
含
め
、

利
用
可
能
な
空
き

家
を
紹
介
し
、
有

効
利
活
用
に
努
め

て
い
る
。

 

特
に
、
空
き
家

の
取
引
で
重
要
な

観
点
と
し
て
「
売

買
な
ど
で
の
有
償

契
約
で
そ
の
目
的

物
に
通
常
の
注
意

で
は
発
見
で
き
な

い
欠
陥
が
あ
る
場

合
に
売
主
が
責
任

を
負
う
」
と
い
う
、

「
瑕
疵
担
保
責
任
」
が
あ

り
、
町
で
は
空
き
家
に
関

し
て
は
、
紹
介
に
と
ど
め
、

売
買
契
約
等
に
つ
い
て
は
、

町
内
で
資
格
を
有
し
、
専

門
的
な
知
識
を
有
す
る
企

業
を
通
じ
て
行
っ
て
お
り
、

町
内
の
企
業
と
連
携
を
図

り
な
が
ら
、
情
報
共
有
や

対
応
を
行
っ
て
い
る
。

空
き
家
の
発
生
を
抑
制

す
る
た
め
の
方
策
は

中
村
議
員

　「
空
き
家
等

の
譲
渡
所
得
控
除
」
な
ど

の
施
策
を
活
用
し
、
国
の

「
空
き
家
対
策
の
担
い
手

強
化
・
連
携
モ
デ
ル
事

業
」
を
活
用
し
て
、
相
続

の
際
や
、
転
居
の
際
に
、

空
き
家
の
発
生
を
抑
制
す

る
た
め
の
ア
ド
バ
イ
ス
が

出
来
る
体
制
作
り
が
必
要

と
思
う
が
。

総
合
政
策
課
長

　体
制
作

り
に
関
し
て
は
、
総
合
政

策
課
で
の
対
応
、
あ
る
い

は
、
町
内
の
不
動
産
業
者

と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、

今
後
も
情
報
共
有
や
対
応

を
行
い
、
制
度
を
熟
知
し

な
が
ら
個
別
に
対
応
し
た

い
。

解体経費を町で
 全額負担出来ないか
回答 公平性の観点で住民の理解が難しい

９月定例会の初日（９/５）に次の事項について一般質問が行われました。

◆ 中村　忠行　議員　① 空き家解消にむけての対応について

◆ 沼澤　道也　議員　① 関係人口増への取り組みについて

　　　　　　　　　　 ② 街なか公営住宅建設の今後の取り組みについて

◆ 髙橋　芳夫　議員　① 中小農家に対する支援の拡大を

　　　　　　　　　　 ② 小中学校へのエアコン設置を早急に

◆ 須藤　典夫　議員　① ８月の集中豪雨の被害状況とその対策について

　　　　　　　　　　 ② ｢まちの駅」構想について

※質問の順序は通告順となります。

【 一般質問とは 】

　年４回の定例会で行う。議員が町の行政全般について、事

業執行の状況や将来の方針等について所信を質し、あるいは、

報告や説明を求めるなどの政策論議の場である。

　町議会では、質問要旨を事前に通告することとし、６０分

という限られた時間内で、大所高所からの建設的で簡明な質

問が求められている。

町 政 を 問 う
一
般
質
問

中 村 忠 行 議員

降雪期の危険空き家


